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１ 本日，諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門問題について，開門反対各派に，10 月13日付

公開質問状に続き，別紙の協議申し入れ書を郵送しました。 
 郵送先は次のとおりです。（敬称略） 

① 長崎県知事金子原二郎：地元知事として開門に反対している 
② 諫早市長宮本明雄：地元市長として開門に反対している 
③ 長崎県議会議員八江利春：長崎県議会議員により設立されようとしている開門に反

対する超党派の議員協議会の会長予定者 
④ 諫早湾干拓排水門開門反対議員の会：諫早市議会議員により 9 月 29 日に設立され

た 
⑤ 諫早湾干拓事業推進連絡本部：諫早商工会議所等からなる地元団体 

２ 公開質問状に関しては，これまで，一切の回答をいただいていません。諫早湾干拓排水門開

門反対議員の会から，回答が遅れること，回答は総論的なものにとどまることの電話連絡が

あったのみで，それ以外の団体，個人からは，何の連絡もないままです。 
３ 今回の協議申し入れは，改めて回答を求めると共に，回答を踏まえ，直接面談のうえ協議す

ることを申し入れるものです。 
４ 文面は，電話連絡のあった諫早湾干拓排水門開門反対議員の会のほかは同一です。 
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